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（別紙）報告書の概要 

 

１．点検・調査体制 

 常設のＣＳＲ推進会議（委員長：社長 常盤百樹）のもと、各発電設備部門の本部長を筆

頭とする体制で点検・調査を実施し、本報告書のとりまとめを行った。 

 発電設備部門ごとの点検実施計画の作成、点検・調査および報告書のとりまとめにあた

っては、客観性、透明性を確保するため、適宜、社内監査部門によるチェックを実施する

とともに、社外の弁護士からの助言も得ながら進めた。 

２．点検・調査対象設備 

   当社のすべての発電所を対象に、点検・調査を実施した。 

  水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 合  計 

発電所数 ５８ ４ １ ６３ 

３．点検・調査方法 

（１） 手続き不備 

 水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 

点検期間 

電気事業法施行(昭和40年)

以降。電気事業法以外は、

最新の水利権許可申請以降

平成 16 年度以降 

（過去３ヶ年程度） 

平成14年(前回総点検)以降

点検対象 全工事 

点検方法 申請・届出工事に該当するかどうか照合し、必要な手続きの実施状況を確認 

（２）データ改ざん 

ａ．計器・プロセスコンピュータのデータ処理 

 水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 

点検期間 現状 現状 

点検対象 

火力・原子力の右記 

ﾃﾞｰﾀ測定に必要な計

器やﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等

のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・使用前自主検査 

・定期事業者検査 

・公害防止協定 

・保安規定 ・使用前検査

・定期検査 

・定期事業者検査 

・安全協定 ・炉規則 

点検方法 

 

 

 

該当設備なし 

(計器) 

ループ試験、単体試験記録、

納入時の品質保証書等で確

認 

(ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ) 

発注時の仕様書により確認

また、計算機に実装されて

いるプログラムが仕様書の

記載内容と一致することを

納入メーカに委託して確認

なお、定期点検中のユニッ

トは現地ループ試験に当社

火力部が抜き取りで確認 

 

(計器) 

設計図書、校正記録、点検

記録、計測器管理台帳等で

確認 

(ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ) 

設計図書、校正記録等によ

り確認 

また、複数の計測値の演算

処理を行うプログラムは上

記に加えて、手計算との比

較、プログラム改修時の記

録確認または実装されてい

るプログラムの妥当性確認

のいずれかにより確認 

（注）・火力のﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀの点検は継続中（H19.5 完了予定） 

・原子力の計器およびﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀの点検は継続中(H19.11 完了予定) 
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ｂ．記録関係 

 水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 

点検期間 

電気事業法施行(昭和40年)

以降 

なお、使用前自主検査は制

度が導入された平成 12 年

7 月以降を対象、また、定

期報告は記録保管期間で

ある過去 10 年間を対象 

平成 16 年度以降 

（過去３ヶ年程度） 

なお、対象期間内に実施し

た記録がない場合は、自主

検査制度が導入された平成

12 年 7 月以降の至近１回分

を対象 

現状の記録 

 

なお、使用前検査、溶接事

業者検査は、都度、検査内

容が異なることから平成 14

年～平成18年(過去５ヶ年)

を対象 

 

点検対象 

 

右記の検査記

録、報告書等 

・使用前検査 

・使用前自主検査 

・立入検査 

・定期報告 

・使用前自主検査 

・定期事業者検査 

・溶接事業者検査 

・公害防止協定 

・使用前検査 

・定期検査 

・定期事業者検査 

・溶接事業者検査 

・安全協定 

・炉規則 

点検方法 検査記録・報告書の記載内容が元データ等と一致することを確認 

（注）原子力については、国、原子力安全基盤機構などが立ち会った検査の点検は省略した。 

 

 

（３）聞き取り調査 

 水力発電設備 火力発電設備 原子力発電設備 

期 間 設定なし 

対 象 保安活動全般 

方 法 

・業務に直接携わる（過去を含む）当社社員および関係会社への出向者を対象に、手続

きの不備、データ改ざんなど不適切な処置の存在について聞き取り調査を実施 

・主要な関係会社、協力会社に対しても、同様の聞き取り調査を実施 

・匿名を必要とする場合は、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ相談窓口を利用するよう再周知を実施 

 

 

（参考１）当社社員への聞き取り調査対象者数 

 社  員 出 向 者 合 計 

水力発電設備 ６７５名 ８３名 ７５８名

火力発電設備 ４５９名 １０８名 ５６７名

原子力発電設備 ３５９名 １６５名 ５２４名

合 計 １，４９３名 ３５６名 １，８４９名

 

（参考２）関係会社、協力業者への聞き取り調査対象会社数 

 関係会社 協力会社 合 計 

水力発電設備 ３社 ９社 １２社

火力発電設備 ４社 ３社 ７社

原子力発電設備 ３社 ４社 ７社

合 計 １０社 １６社 ２６社
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４．点検・調査結果 

 

 （１）手続き不備 

・ 水力発電設備において、９件の河川法違反があった。（別表参照） 

（申請不備５件、目的外取水４件。なお、目的外取水の恐れのあるものが１７件。） 

・ 火力・原子力発電設備においては、なし。 

 

 

 （２）データ改ざん 

   すべての発電設備において、なし。    

 

    ・一部の計器・プロセスコンピュータについては、点検継続中。 

・点検過程における誤記、転記ミスなど１０９件(火力 47 件、原子力 62 件)が見いだ

されたが、いずれも問題となる事案ではないことを確認した。 

 

 

（３）聞き取り調査 

   すべての発電設備において、問題となる事案はなし。 

 

 

以 上 
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（別表） 

 

 

水力発電設備の河川法違反事案（公表済み） 

 

 

 １．申請不備（５個所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．目的外取水（４個所） 

 

  水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、巡視・点検時における手洗い

用の水等として使用していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、このほか、「目的外取水のおそれあり」として、水力発電の目的で取水した流水の

一部を鉄管等から分岐し、消火用水として使用する設備を設置していた発電所が、１７個所

あった。 

 

 

以 上 

水系名 河川名 発電所名 相違事項 備考

吉野川 第一ｺﾞｳﾛ谷川
松尾
まつおがわだいいち

川第一

（徳島県三好市）

ゴウロ谷第一渓流取水設備排砂門
　申請：木製角落し
　実物：鋼製ｹﾞｰﾄ

平成６年取替

〃 祖谷川
名
  なごろ

　頃

（徳島県三好市）

名頃ダム洪水吐ｹﾞｰﾄ巻上機
　申請：設置なし
　実物：プレハブ室設置

平成３年設置

那賀川 藤ヶ内谷川
広
  ひろの

　野

（徳島県那賀町）

藤ヶ内渓流取水設備取水口
　申請：設置なし
　実物：追加ｽｸﾘｰﾝ設置

平成11年設置

仁淀川 高野川
第五
だいごくろかわ

黒川

（愛媛県久万高原町）

高野川取水設備取水口
　申請：設置なし
　実物：追加ｽｸﾘｰﾝ設置

平成７年設置

〃 名荷谷川 〃
名荷谷川渓流取水設備取水口
　申請：設置なし
　実物：追加ｽｸﾘｰﾝ設置

平成６年設置

吉野川 祖谷川 名
 なごろ

 頃 徳島県三好市 1,300 昭和３６年３月

〃 〃 三
 みなわ

 縄 　　 〃 7,000 昭和３４年４月

仁淀川 岩屋川 岩
いわやがわ

屋川 高知県仁淀川町 1,800 昭和５年４月

肱川 船戸川 船
 ふなと

 渡
  

愛媛県西予市 520 大正１５年１０月

運転
開始年月

最大出力
(ｋＷ)

所　在　地発電所名水系名 河川名


